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平成 24 年度「パブリックコメント手続」の運用結果（年報） 

１．パブリックコメント手続実施件数 

（平成 24年４月１日～平成 25年３月 31日までに意見募集を開始したもの） 

＊政策等別 

行政計画 条例等 審査基準等 合計 

２０ ２６ ３ ４９ 

 ＊局別（案件の多い順） 

健康福祉局 12 

まちづくり局 9 

市民・こども局 8 

建設緑政局 7 

経済労働局 3 

環境局 3 

総務局 2 

消防局 2 

総合企画局 1 

港湾局 1 

教育委員会事務局 1 

２．パブリックコメント手続提出意見数の状況 

平成２６年３月４日現在結果公表をしているもの ４９件 

「意見の提出者数」 ７８５人

「提出された意見数」 １，６９５件

「政策等に反映した意見数」 ３１０件
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（ア） 意見提出者が多い政策等 （上位１０件）

名   称 施策種別 
意見の 

提出者数 

提出意見

数 

理容師法等に基づく構造設備・衛生措置基準等に係る

条例について 
条例等 261  268  

児童福祉施設、指定障害児事業などに関する基準につ

いて 
条例等 109  145  

『川崎市認可外保育事業再構築基本方針（案）』につ

いて 
行政計画 83  179  

川崎市健康増進計画「第 2 期かわさき健康づくり 21」

（案）について 
行政計画 60  93  

川崎市総合都市交通計画(案)について 行政計画 31  242  

川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の

一部改正の基本的な考え方について 
条例等 22  47  

二ヶ領用水総合基本計画の改定について 行政計画 20  50  

川崎市地震防災戦略（改定素案）、川崎市備蓄計画（改

定素案）、川崎市臨海部防災対策計画（素案）、川崎市

津波避難計画（素案）への意見募集 

行政計画 16  66  

川崎市地域防災計画（震災対策編）の修正について 行政計画 14  40  

（仮称）こども心理ケアセンター整備基本計画（案）

についての意見募集 
行政計画 14  29  

（イ） 意見数が多く寄せられた政策等 （上位１０件） 

名   称 施策種別 提出意見数
意見の 

提出者数 

理容師法等に基づく構造設備・衛生措置基準等に係る

条例について 
条例等 268  261  

川崎市総合都市交通計画(案)について 計画 242  31  

『川崎市認可外保育事業再構築基本方針（案）』につ

いて 
計画 179  83  

児童福祉施設、指定障害児事業などに関する基準につ

いて 
条例等 145  109  

川崎市健康増進計画「第 2 期かわさき健康づくり 21」

（案）について 
計画 93  60  

川崎市地震防災戦略（改定素案）、川崎市備蓄計画（改

定素案）、川崎市臨海部防災対策計画（素案）、川崎市

津波避難計画（素案）への意見募集 

計画 66  16  

介護保険法等に基づく施設等の基準の条例制定につ

いて 
条例等 51  13  

二ヶ領用水総合基本計画の改定について 計画 50  20  

川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の

一部改正の基本的な考え方について 
条例等 47  22  

『川崎市水環境保全計画（案）』について  計画 42  10  
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３  パブリックコメント手続免除

「パブリックコメント手続条例」第５条第４項各号に基づき、パブリックコメント手

続を免除した政策（平成 24 年４月１日～平成 25年３月 31 日までに公表を行ったもの。） 

＊政策等別 

条例等 審査基準 行政計画 合計 

５０ ０ ０ ５０ 

＊局別（案件の多い順） 

健康福祉局 12 

建設緑政局 9 

市民・こども局 8 

まちづくり局 7 

上下水道局 6 

総務局 3 

財政局 1 

経済労働局 1 

環境局 1 

港湾局 1 

病院局 1 

適応条項別 

・第５条第４項第２号             １件 

（金銭の給付決定を行うために必要となる算定根拠や算定方法を定めようとするとき） 

・第５条第４項第３号             １件 

（法令又は国若しくは神奈川県と実質的同一の政策等を決めなくてはならないとき） 

・第５条第４項第４号             １件 

（他の策定基幹がパブコメ手続を実施して定めた政策等と同一の政策等を定めるとき） 

・第５条第４項第５号             ５件 

（相互に密接な関係を有する場合、片方の政策がパブリックコメントを行っているとき） 

・第５条第４項第６号             １件 

（法令または条例の適用について必要な技術的読み替えを定めるとき） 

・第５条第４項第８号            ４１件  

（法令・行政計画等の策定、改廃に伴い必要とされる規程の整理。軽微な変更） 
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４ パブリックコメント HP アクセス数（月別） 

＊アクセス数は市役所内パソコンからのアクセス数は含まれません。 

また、アクセス数は政策ごとのページへのアクセス数の総計です。 

 ＊アクセス数は平成 24年 4 月から平成 25年 3月までです。 

集 計 年 月 日 アクセス総数（件） 前年同月 

平成 24年 4 月 13,521  10,496

平成 24 年 5 月 15,078  12,427

平成 24 年 6 月 12,208  12,033

平成 24 年 7 月 13,212  8,828

平成 24 年 8 月 15,055  8,821

平成 24 年 9 月 17,809  10,674

平成 24 年 10 月 12,053  20,415

平成 24 年 11 月 11,315  7,101

平成 24 年 12 月 7,709  6,636

平成 25 年 1 月 5,490  7,970

平成 25 年 2 月 10,164  10,375

平成 25 年 3 月 6,056  6,476

平均 11,639  10,188  


